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取り下げ届


下記の申請は、都合により取り下げたいので、一般財団法人　日本建築センター適合証明業務約款第5条第2項の規定により、届け出ます。
申請に係る手数料は、一般財団法人　日本建築センター　適合証明業務手数料規程に基づき算定され、引受承諾書に明示された額を支払います。

令和　　年　　月　　日　

一般財団法人　日本建築センター　　御中


(申請者)


　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


記


１．受付番号		ＢＣＪ

２．受付年月日		　　　　年　　月　　日

３．申請の区分
□設計検査
□現場検査（竣工）

４．建設の場所		

５．建物の名称	

６．取り下げの理由

